
 
 

 

一 

 
 

 

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す

る
。 

 

第
一
条
中
「
自
主
的
な
」
を
削
り
、
「
促
進
、
」
を
「
義
務
付
け
、
」
に
、
「
要
請
」
を
「
勧
告
等
」
に
、
「
協
力
」
を
「
業

務
の
適
正
な
運
営
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
努
力
義
務
」
を
「
義
務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
た
め
の
」
の
下
に
「
販
売
業
者
等
に
関
す
る
情
報
の
定
期
的
な
確
認
そ
の
他
の
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
事
情
の
」
を
「
事
情
に
つ
い
て
の
販
売
業
者
等
に
対
し
文
書
若
し
く
は
口
頭
に
よ
る
説
明
又
は
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
等
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
開
示
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
が
第
二
項
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
し
、
速
や
か
に
同
項
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

 
 

 

二 

６ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
五
項
の
勧
告
を
受
け
た
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
し
、
当
該
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
中
「
要
請
」
を
「
勧
告
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
こ
と
を
要
請
す
る
」
を
「
べ
き
旨
の
勧
告
を
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
要
請
」
を
「
勧
告
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
要
請
を
」
を
「
勧
告
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
」
に
、
「
要
請
に
」
を
「
勧
告
又
は
当
該
命
令
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
勧
告
を
受
け
た
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
し
、
当
該
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
罰
則
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

第
十
四
条 

第
三
条
第
七
項
又
は
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、



 
 

 

三 

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
十
五
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
同
条
の
刑
を
科
す

る
。 

 

附
則
第
二
条
中
「
規
定
は
、
」
の
下
に
「
売
買
契
約
等
（
」
を
、
「
役
務
提
供
契
約
」
の
下
に
「
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
三
条
中
「
政
府
は
」
の
下
に
「
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第

一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

販
売
業
者
等
以
外
の
個
人
が
通
信
販
売
と
同
様
の
行
為
を
す
る
場
合
に
お
け
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
制
度

の
在
り
方 

 

二 

こ
の
法
律
そ
の
他
通
信
販
売
に
係
る
規
制
に
お
け
る
売
主
等
が
事
業
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の



 

 
 

 

四 

在
り
方 

 

三 
売
買
契
約
等
に
お
け
る
債
務
の
不
履
行
に
伴
い
消
費
者
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
等
に
お
け
る
損
害
の
塡
補
に
係
る
取

引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
の
役
割 

 

四 

外
国
法
人
等
（
外
国
の
法
人
及
び
団
体
並
び
に
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
を
い
う
。
）
が
提
供
す
る
取
引
デ
ジ
タ
ル

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
通
信
販
売
に
係
る
取
引
の
適
正
化
及
び
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
制
度

の
在
り
方 


